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序 章 策定の目的及び計画の基本事項 

１ 都市計画マスタープラン策定の目的 

都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の 2 により、「市町村の都市計画に関する基

本的な方針」であり、市民の意見を反映しながら、市の都市計画（都市づくり）に関する基本的な

方針を示すことを目的とします。 

具体的には、まちづくりの現状や銚子市総合計画などを踏まえ、おおむね 10～20 年後の「目

指すべき都市の将来像」を定めるととともに、土地利用や都市施設等の整備方針を示すことで、今

後の都市づくりの道筋となるものです。 

 

２ 計画の基本事項 

(１)都市計画マスタープランの位置づけ 

都市計画マスタープランは、銚子市総合計画や千葉県が広域的な見地から定める都市計画区域の

整備、開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）に即しつつ、本市の都市づくりの理念

や目指すべき都市像に応じた都市整備の方針、その実現化の方策等の本市の都市づくりの基本方針

を示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画体系上の位置づけ 

  

 

銚子市 

総合計画 

（銚子ルネッサンス 2025） 

千葉県 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

（都市計画区域マスタープラン） 

銚子市都市計画マスタープラン 

（市町村の都市計画に関する基本的な方針） 

都市計画以外の 

分野の行政計画 

市の定める都市計画 

即する 即する 

即する 
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(２)目標年次 

計画の目標年次は、策定時より概ね 20 年後（具体の事業等については 10 年後）を想定します。 

 

(３)都市計画マスタープランの全体構成 

都市計画マスタープランの構成は、市全体の都市づくりの方針を定める全体構想、地域づくりの

方針を定める地域別構想及び実現のための方策の 3 つを骨格として構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      ○現況と課題 

全体構想  ○都市づくりの目標の設定 

      ○将来都市構造の設定   

      ○分野別の基本方針 

      ○地域区分の設定 

地域別構想  ○地域の現状と課題 

      ○地域のまちづくり方針 

都市づくりの 

実現に向けて 

 

○基本的な考え方 

○まちづくりの実現化方策

・協働の推進 

・都市計画制度 

・仕組みづくり 等 

銚子市都市計画マスタープランの構成 
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銚子市が目指す将来都市像と都市づくりの目標 
 

将来都市像 「ひと・まち・うみが多彩な交流をはぐくむ元気なまち 銚子」 

 

都市づくり 

の目標 

○目標１：多彩な機能を活かした交流・連携による活力と魅力が

あふれる都市づくり（拠点形成） 

○目標２：愛着をもって誰もが快適に暮らし続けられる安全安心

な都市づくり（定住促進） 

○目標３：豊かな自然・観光資源等と調和した個性ある都市づく

り（地域資源の活用） 

○目標４：協働によるまちづくり（協働の推進） 

 

将来都市構造（グランドデザイン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野別の基本方針 
 

土地利用 

【基本方針】 

○まちの賑わいを育み、人や自然にやさしいコンパクトな都市

構造への展開と地域特性を活かした土地利用の推進 

【施策の方針】 

①都市の賑わいと活力を創出する都市づくりの推進 

②地域特性に応じた日常生活圏の土地利用の促進 

③社会経済情勢やニーズに応じた土地利用への対応 

④自然・観光資源の保全・活用 

 

都市施設（道

路・交通、公

園・緑地等）

【基本方針】 

○活力ある都市活動を支え、快適で暮らしやすいまちを実現す

る都市施設の整備 

【施策の方針】 

①都市の活力や利便性を高めるバランスのとれた交通網の構築 

②人や環境にやさしい交通環境づくり 

③地域の特性を活かした魅力ある公園・緑地づくり 

 

都市環境（防

災・防犯、下水

道等） 

【基本方針】 

○安全・安心・快適に暮らせるまちづくり 

【施策の方針】 

①災害に強いまちづくり 

②安心して暮らせるまちづくり 

③快適な都市環境・生活環境づくり 

④環境にやさしいまちづくり 

 

自然・歴史環境

【基本方針】 

○自然や歴史と共生した美しく愛着のもてるふるさとづくり 

【施策の方針】 

①良好な自然環境・資源の保全と活用 

②地域の特性を活かした歴史資産の保全と継承 

 

中心市街地活

性化・都市景観

形成 

【基本方針】 

○活力あるまちづくりを牽引する都市交流核（中心市街地）づ

くりと個性を活かした景観づくり 

【施策の方針】 

①都市交流核（中心市街地）にふさわしい都市環境づくり 

②地域の特性を活かした都市景観づくり 

 

実現化方策（都市づくりの実現に向けて） 
 

◆協働によるまちづくり 

○まちづくりに関する情報の提供 

○市民等主体のまちづくり活動への支援 

○市民・企業（NPO）・大学の参加するまちづ

くりの推進 

◆都市計画制度の活用、整備の

優先性 

○計画の実現性や事業の優先性、緊急性、都市

整備上の効果などを総合的に判断して推進 

○国や県の各種事業と連携しつつ、都市施設の

整備や用途地域、風致・景観地区等の都市計

画制度・事業の推進及び見直し 

◆実現に向けた仕組みづくり 

○まちづくり推進体制の充実 

○適切な進行管理と都市計画マスタープランの

見直し 

 

地域別構想 
 

東部地域 

【将来地域像】 

『自然と地域資源を活かし観光・産業により賑わ

いのあるまち』 

【地域づくりの目標】 

○豊かな自然や観光資源・歴史資産と共生した交

流のあるまちづくり 

○豊かな産業を活かしたまちづくり 

○居住環境の整備による快適で暮らしやすいま

ちづくり 

 

 

中央地域 

【将来地域像】 

『都市機能を活かした交流と活力のあるまち』 

【地域づくりの目標】 

○中心市街地の都市機能集積による効率的なま

ちづくり 

○商業・産業などの活性化による賑わいのあるま

ちづくり 

○暮らしやすさを感じられる快適な居住環境の

整備 

 

 

西部地域 

【将来地域像】 

『農業を中心とした産業と豊かな自然環境を活

用した交流のあるまち』 

【地域づくりの目標】 

○豊かな自然や歴史資産などの保全と地域資源

を活用した交流あるまちづくり 

○地域の産業拠点を活かした活力あるまちづく

り 

○生活環境の維持、改善によるやすらぎのあるま

ちづくり 

 

 

 

 

◆将来都市像実現への主要
視点とシナリオ 

【主要視点】 
○活力と活気のある銚子へ 
○愛着の持てる美しい銚子へ 
○安全・安心・快適な銚子へ 
【将来都市像実現へのシナリオ】 
○短期的には、中心市街地における産業や観光

を軸とした交流の促進と活性化、居住の誘導な
どとともに、各地域の特性を活かした拠点形成
や日常生活圏のまちづくりを推進 

○中長期的には、中心市街地及びその周辺にお
いて、商業の活性化や産業機能の強化、定住人
口の集積などによるコンパクトでまとまりあ
る市街地形態へ展開 

 

  
 

「核・拠点」 

都市活動や産業活動、文化芸術活動などの中心

となり、まちの活力や賑わいを生み出し、多く

の人や物が集まり交流・連携を進める地区を都

市づくりの「核・拠点」として位置づけます。

「核・拠点」 
①都市交流核 

②広域交流拠点 

③産業交流拠点 

④観光交流拠点 

⑤学術・文化芸術交流拠点 

 
 

「軸」 

周辺都市や市内の地域間を結びつけるとともに
産業活動や住民生活を支え、本市の骨格を示す
道路や土地利用の誘導に重要な役割を果たす道
路網を「軸」として位置づけます。また、潤い
と安らぎを与えてくれる河川や快適に歩ける歩
行者・自転車空間についても「ネットワーク」
として位置づけます。 

 
 

「ゾーン」 

現在の市街地形成や将来の計画的な土地利用

の規制・誘導を踏まえ、それぞれの地域の特性

や「核・拠点」「軸」との配置に適応した土地

利用形成を「ゾーン」として位置づけます。 

「軸」 

①広域連携軸 

②都市内連携軸 

③水と緑のネットワーク 

「ゾーン」 
①産業・業務系市街地ゾーン 

②住居系市街地ゾーン 

③農業・集落地ゾーン 

④緑地ゾーン 

 

≪銚子市都市計画マスタープランの全体構成≫

  

 


